
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ 

及び判断に当たっての考慮要素について 

【法律上の定義】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【判断に当たっての考慮要素】 

以下の考慮要素を踏まえ、上記「新型インフルエンザ等感染症」の定義への該当性

を総合的に判断。 

○ 病原性（重篤性） 

オミクロン株においても季節性インフルエンザよりも致死率が高いとされて

いるが、累積患者数の増加、ワクチン接種の進展、治療薬の普及などを踏まえ、

現時点における病原性についてどのように考えるか 

○ 感染力 

オミクロン株は感染力が強いとされているが、累積患者数の増加等を踏まえて、

現時点における感染力についてどのように考えるか 

⇒上記による「国民への影響」をどのように考えるか 

○ 今後の変異の可能性 

直近では抗原性の変異が主体となっているが、病原性が大きく上がるような変

異の可能性についてどのように考えるか 

○ 上記のほか、判断にあたって留意すべき点 

病原性（重篤性）と感染力を踏まえ、どのように医療で受け止めていくことが

考えられるか 

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第
114 号） 
（定義等） 

第六条 （略） 
２～６ （略） 
７ この法律において「新型インフルエンザ等感染症」とは、次に掲げる感染性
の疾病をいう。 
一・二 （略） 
三 新型コロナウイルス感染症（新たに人から人に伝染する能力を有すること
となったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該
感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急
速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると
認められるものをいう。） 

四 （略） 
８～24 （略） 
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